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はじめに

良質な市民サービスの提供は、市民の安全安心な生活の基盤である。その行政サー
ビスの円滑な提供を支えるのは､健全な財政である。このような観点に立ち、私達は、

第４次基本構想に示されている小金井市の将来像を踏まえ、高齢化対応や子育て支援
をはじめとする現在及び将来の市政の諸課題とそれに直結する財政需要を視野にいれ

て審議を進めた。

小金井市政が、今まで以上に市民の期待に応えていくためには、今こそ、財政の健

全化に向けて、真剣かつ迅速な取組が必要である。

小金井市はかつて平成６年度から経常収支比率が１００％を超え、平成７．８年度に

おいては全国の自治体中最下位となった経緯がある。その後、平成１８年度には経常

収支比率が８８．１％まで改善されてきたが、ここ数年は社会経済状況の変化に伴い再び

悪化に転じ、平成２４年度は９９．０％、平成２５年度は９６．７％となり、財政的には引き

続き厳しい事態となっている。

まさに財政非常事態とも言える状況の中で、第７期小金井市行財政改革市民会議は

市長からの諮問を受けて精力的に検討を重ね、平成２５年９月２０日には平成２６年

度予算編成に向けて緊急提言をまとめ市長に建議した。さらに平成２６年２月１３日

には中間答申をまとめ、提出した。

その後、残余の課題について真華な議論を重ね、今回、約２年にわたる検討を経て

最終答申を取りまとめたので、ここに答申をする。

答申に当たっては、特に強調したい改善事項に関し、１０の提言を行っている。

この取組が順調に進んだ場合には、およそ１２億９千万円の財政効果が見込まれる

ところである。その詳細は答申の資料編に記載した。

市長をはじめとする行政当局におかれては、この答申を真撃に受け止め最大限に尊
重されるよう要請する。
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第１部市財政の現状と改革に必要な取組み

１最終答申に当たって

（１）第７期行財政改革市民会議の検討経過

当市民会議は、平成２５年４月１９日に市長より諮問を受け７回にわたり会議を

開催し検討を重ねてきた。しかし、会議を重ねる中で年３回ないし４回の開催のみ

では十分な論議を尽くせないのではないか、との意見が多くあったことから、会長

の発議により勉強会的な小委員会を設置し、延べ２１回に渡り忌憧のない意見交換

と学習を重ねた。

この最終答申は、第７期行財政改革市民会議がその任期中において様々な視点か

ら議論を行い、小金井市の更なる発展を願い答申するものである。

(2)小金井市の財政状況

小金井市の財政の弾力‘性を示す経常収支比率は、平成２４年度決算において全国

７８９の市の中で下位から２３番目の９９．０％(多摩２６市中最下位）となった。

この要因を単純に分析することは難しいところであるが、一例として公債費の推

移をみると、市債の全体額は減少しているものの、特例債（いわゆる赤字債）に依

存し財政運営を行ってきた結果、公債費の返済が重く市財政全体を硬直化させてい

ることがみてとれる。

このように、小金井市が直面する現実を直視する時、危機的な財政状況を看過す

ることはできない。行政が行うすべての事務事業は、安定的な財政基盤の上に成り

立つのであって、いたずらに改革の先送りが許されないことはもとより、必要な手

当をしなければ、もはや自然治癒を期待できる状況ではないものと認識しなければ

ならない。

市は、この状況について一般の家計に当てはめた場合の指標を作成している（｢市

の家計簿｣、平成26年度当初予算編成方針)。

一部を引用すると、平成２４年度を基準として、同年度の歳入額を５００万円だ

と仮定した場合、２６年度は４７６万円となるが、ローン返済（公債費）や医療費

（扶助費)、子どもへの仕送り（特別会計への繰出金）の増加に充てるため、貯金の

取崩し（繰入金）を行って、かろうじて家計を維持している状況がわかる。

また、自由に使える預金（財政調整基金）は、わずか１１万円相当に過ぎず、家

計費の１０日分にも満たなくなっている。市民一人当たりで見ると、多摩２６市中

下位から２番目である。
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一方、当市の施設白書（平成２４年３月策定）では将来の公共投資や下水道等の

更新を含む都市インフラの更新には、今後４０年間で約１，８７９億円必要となる

との試算が示され（１年間に換算すると約４７億円)、このままでは、都市インフラ

の更新や新庁舎建設に必要な資金の調達は及ぶべくもない。

この試算額を家計に当てはめると約２，５４０万円相当となり、ローン返済以外

にも“将来への備え”のため年収の５倍以上が必要である（いわゆる「隠れ借金」

がある）ことを意味している。

２市財政健全化のために必要な取組

（１）取組の視点

市は、平成２２年に第３次行財政改革大綱を策定して行財政改革を進め、人件費

の大幅な改善やＪＲ中央本線の連続立体交差事業等を進めるとともに、保育園の定

員拡大等により福祉の充実を図ってきており、その点は評価できる。しかし、全体

として、財政の健全化に向けた取組は極めて立ち遅れており、民営化の推進による

経費の縮減や受益者負担の適正化等について一層の努力が必要である。

このような事態に陥った責任は誰にあるかと言えば、一義的には市政を預かる歴

代の行政や議会にあったと言えようが、市民の側にもその根源的な責任があるとも

言える。なぜなら、市民には選挙を通じて行政・市議会を監視する責任があるから

である。

また、現存直而している危機的財政状況について、行政からの情報発信が十分と

は言えない側面がある。今後も改革を継続して進めるには、市と市民が情報を共有

することが不可欠であり、あらゆる機会を捉えて積極的な情報提供が肝要であろう。

当市民会議では、限られた期間の中で議論を行うため第３次行財政改革大綱に盛

り込まれた７７項目中、財政改革に寄与すると判断された１９項目に着目し、これ

らを重点項目として検討するととも.に、併せて、行政診断報告書や財政健全化計画

の策定、受益者負担の適正化、民営化の促進、施設の統廃合等多岐にわたる項目に

ついても検討を行った。

(2)行政診断報告害

市は、第三者の客観的な立場から今後の行政経営の施策の検討を図ることを目的

として行政診断を依頼し､平成２５年３月に報告書が提出された｡当市民会議では、

この報告書についても一定の議論を行ったところであるが、残念ながら危機的な財
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政状況への切込みが十分でなく切迫感に乏しいと判断した。

一方、この診断の中で正規職員等を対象に行われたアンケート結果によれば、行

財政改革が職員に浸透していないなどの問題点が顕著に表れていることが判明して

いる。今後は、アンケート結果を真筆に受け止め、行政の幹部すなわち組織体系に

おける長（部長、課長、係長等）のマネジメント強化に努める必要があるものと思

われる。

当市民会議は、行政診断の指摘は第三者からの客観的な指摘として有用ではある

ものの、同報告書に市当局がこれ以上拘泥せず、真に必要な改革に向けて、職員一

人ひとりが意織を高め、具体的な改革に取り組むことが肝要であり、優先されるべ

きであると考える。

(3)財政健全化計画の策定

今、緊急に求められているのは、財政危機を明確に認識し、全市一丸となって行

財政改革に取り組むとともに、財政健全化計画を早急に策定することである。この

計画の重要な目標は経常収支比率の改善である。経常収支比率を８０％台後半に設

定し、その実現に向けた具体的取組みを明記すべきである。

行財政改革は痛みを伴う改革である。市民に痛みを求める以上、行政や市民を代

表する議会も応分の痛みを分かち合う必要があり、市職員の管理職については給与

総額の上昇を抑制するため、平成２６年１月から３年間の期間を定め、管理職手当

（特別調整額）約１０％程度の減額を行った。今後も、職員数の削減はもとより、

給与制度の見直しや市議会議員の定数・報酬の見直し、さらには各種審議会等の委

員に対する報酬の削減等、市民に範を示す意味からの更なる措置を期待する。

提言１財政健全化計画の策定

提言２人事・給与制度の更なる見直し

提言３市膿会機員定数・報酬及び各種審議会委員に対する報酬の削減

(4)受益者負担の適正化

市が策定した第１次行革大綱（平成９年策定）では、受益者負担の適正化が掲げ

られ各種の取組を進めることとされており、具体的な指標として各集会所の有料化

の検討、保育料の改定（国基準徴収額の５０％を目途に改定する）と記載されてい

る。しかし、平成２２年に策定された第３次行革大綱でも同様の記載があり、当初
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(5)

の目標に向けた取組は大きく遅れている。

今後は、改めて市民サービスの維持向上に必要な受益者負担の適正化について認

識するとともに、市民に対してのサービス提供に係るコストの情報を公開し、必要

な改訂を直ちに実施すべきである。

なお、市民会議として受益者負担の在り方について、新たな指針を建議するので

参考とされたい。

提言４新たな受益者負担指針の策定

提 言５使用料等の改定

民営化の促進

全国の地方自治体は、厳しい財政状況の中で、より効率的な行政運営を行ってい

くため行政事務の外部委託や民営化などを進めている。この原動力となったのは、

新公共管理(NewPublicManagement)であり、「より小さな政府」「規制緩和」「競争

原理」等の考え方が種々の機関で議論されてきた。政策を費用対効果、成果指標等

で数値化・計量化していく行政評価制度もこれらの中で生み出されたものである。

しかしながら、各自治体のその後の流れを見ると残念な事例も見受けられるとこ

ろであり、民営化そのものを自己目的化している例がこれに当たる。民営化の目的

については、直営で行うよりどの程度の財政効果が生ずるか、更には、サービスの

向上・拡大が期待できるのかどうかが考慮されねばならない。本来、公的サービス

は法令に基づき、執行機関（行政）が自ら行うべき事務と定められているもの以外

は民間に委ねることが可能である。言い換えれば、公権力を行使する事務以外は全

て民間の参入が可能であり、かつ競争原理が発揮されるべきである。

公的サービスの民営化に際しては、関係法規の遵守は当然のこととして、行政と

しての責任の確保とともに、行政サービスの低下をもたらさないよう留意する必要

がある。また、民営化によってコストを引き下げることにより値上げを回避すると

いう選択肢もあり得る｡人即事業と評価されやすい保育業務や学童保育業務などは、

受益者負担の適正化や事業の向上・拡大、さらには財政効果との調和を図りつつ民

営化に向けた取組みを着実に進めるべきである。

提言６民営化の促進・拡大

(6)施設の統廃合

市民の集会が可能な市保有の施設は、規模の大小はあるものの多くが点在してお
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り、公共施設の配置計画やグランドデザインに基づくというよりも、設置時の状況

判断に応じて配置しているものも散見される。結果、市の全域を傭撤してみると、

現在多くの施設が基本コンセプトのないまま配置され、その多くは老朽化が進行す

るに任せていると言わざるを得ない。

他方、市の推計によれば、今後４０年間の改築経費は９７０億円という巨額の試

算がなされている。こうした状況も併せ考慮すると、この際、現在の施設全てを維

持存続させるという考え方から脱却し、施設全体のグランドデザインを早急に構築

し、集約化を進めるべきであると考える。その際には施設の統廃合を含めた検討が

必要であり、更には集会施設と公民館の重層的な利用等の関係について真剣な議論

がなされる必要がある。

なお、市民会議として、財政再建の観点から施設の統廃合試案を示すので参考と

されたい。

提言７公共施設のグランドデザインの構築

第Ⅱ部行財政改革の確実な実行

１行財改革大綱

当市民会議は、これまでに市が策定した１次から３次までの行財政改革大綱につ

いても議論を重ねてきた。

第一に、第１次から第３次の行財改革大綱を検証すると、とりわけ第３次の大綱

は当初の財政の健全化という理念が弱まり、大綱自体が揺らいできている。行財政

改革の主要な目的が財政健全化であることは不変であり、開かれた市政・市民協働

等は､極めて重要な課題であるものの､それらが財政改革の手段となりうるのは「よ

り安い経費で、より満足度の高いサービス」を提供できる場合である。

第二に、その項目の多くが単なる行政内部の事務改善である印象が拭えない。加

えて、受益者負担の適正化や民営化の促進など、その中に盛り込まれている主要で

困難な課題は先送りされている感がある。これらは、将来に向けて継続的に改革を

促し、進捗状況を管理する機関がなかったこともその大きな要因である。今後は各

事業の数値目標化を進め、行政内部による見直しを検証するとともに行財政改革へ

の取組を支援し管理する外部の機関の設置が必要である。第７期行財政改革市民会

議は、市からの要請があればこの組織が立ち上がる際に支援する用意がある。

第三に、基本計画との関係‘性を見直す必要がある。行財政改革は基本計画の一部

ではなく、さりとて基本計画を実現させるための手法でもない。改革の機軸を成す
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財政の健全化は、計画事業・非計画事業を問わず行政運営全体を貫く方針でなけれ

ばならない。すなわち、基本計画が行政の縦軸であるとすれば、行財政改革は横軸

である。

また、行財改革を進めるについては、新たな大綱を策定するのであれば、財政健

全化に向けた具体的な取組として事務事業ごとの目標設定が不可欠である。少なく

とも、第１次から第３次の行財改革大綱を策定し進める中で、１０年以上経過して

も経常収支比率が自ら掲げた目標値である８０％台に到達できなかった現実を直視

すべきであろう。

提言８各事業の数値目標化と実現に向けた取組

提言９外部評価機関の新設

２職員の人事・組織風土の改革

平成９年（第一次行革大綱の制定）以来の小金井市の行財政改革の取組は、先に

述べたよう、主要で困難な課題が先送りされるなど、その実行の遅滞は目を覆い難

い。

この答申は、改革の方向と施策を極力具体的に示そうとする試みであるが、市民

に多種、多様な意見や期待がある中で、今後、具体的な方針を固め、関係者を説得

して実行に移していく中核は職員にほかならず、改革の成否は、改革を担うべき職

員の意欲と能力によると言うべきである。

こうした観点から、仕事の進め方や意欲・能力、組織風土の改革は行財政改革を

推進する上で極めて重要かつ喫緊の課題である。

市政をめぐる急速な環境変化の下、市の職員はこれまでの仕事の流儀や組織文化

のあり方を謙虚に見直す必要がある。この際、職員の職務遂行に関わる前例踏襲、

指示待ち、先送り、行動に代替する文書作成への逃避傾向を指摘したい。

昨年は、地方公務員法が改正され、全国的にも勤務実績を重視した給与の推進、

人事評価制度の確立が課題として明らかにされている。市はこれらの制度改革に積

極的に取り組むほか、時代の変化を踏まえて、職員の意欲と能力の喚起・酒養に格

段の意を用い、信賞必罰の人事の徹底、幹部職員の適切な登用等を図るとともに、

職員相互の切瑳琢磨を通じて使命感・責任感に富んだ職員が生々と活躍する組織と

なるよう懸命の努力をすべきである。

提言１０職員の意欲・能力の喚起及び組織能力の向上．
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３財源の確保

小金井市の歳入の５３％を占める市税においては、法人市民税と個人市民税がそ

の太宗をなしており、企業の本社機能が少ない当市においては、法人市民税に期待

することは事実上困難である。このため、２６市の中でも下位グループに位置する

徴収率の改善は喫緊の課題である。

また、市民税収入の９５％は個人住民税であり、全国的に人口減少が叫ばれる中

で、小金井市だけが過去経験したような右肩上がりの人口増加を期待できる状況で

はない。ここに都市間競争と呼ばれる現実がある。

今後は、魅力ある都市環境の整備に加え、安全・安心のまちづくりを進め、将来

に渡って安定的な財源確保を図るため、税収構造の改革や歳入確保の施策を積極的

に打ち出す必要がある。

４特別会計の健全化

市は、４つの特別会計（国民健康保険、下水道事業、介護保険、後期高齢者医療）

を有しているが、平成２５年度決算においてこれらに対する一般会計からの繰出金

は３７億円余にのぼっている。特別会計は、一般会計から独立した会計として、法

定された繰出金を除きその財源を自ら調達することが財政運営の基本原則である。

したがって、一般会計からの基準外の繰入金（赤字補てん）に恒常的に頼ることな

く、自立的な財政運営を行わなければならない。そのため、①事業を縮小、廃止す

る。②従前どおり実施する代わりに保険料等を値上げする、の選択肢の中で真剣な

議論を行うべきである。

例えば、現在、市は特定検診、後期高齢者医療健診、がん検診等は一部事業の自

己負担を除き無料で実施し、この内、特定検診並びに後期高齢者医療健診の経費は

一般会計でまかなっている。

国民健康保険特別会計（約１０３億円）が約１４億円、後期高齢者保険特別会計

（約２３億円）が約１０億円に上る一般会計からの繰出金によってかろうじて支え

られている構造を直視し、必要な改革をすぐにでも実行する必要がある。

また、介護予防プログラムの一環として、６５歳以上の元気高齢者を対象に健康

体操等の事業や市独自の「さくら体操」を無料で実施している。これら事業は介護

保険事業会計の中で賄われているが、その一方で介護保険特別会計（約６７億円）

にも約１１億円に上る一般会計からの繰入金が投入されている。

今後、事業の必要性を精査し、所得水準に応じた自己負担金の導入を図るととも
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に、一般会計からの繰入金の圧縮に努めるべきである。

５財政健全化への道筋

財政健全化に関わる詳細な目標数値は、市当局が「提言’財政健全化計画の策

定」の内容を十分吟味した上で策定すべきものである。このため、当市民会議は詳

細な分析にまで踏み込まず、財政健全化に向けた大まかな道筋や分野ごとの経費削

減策または収入増加策の定性的・定量的イメージとして下記のとおり目標設定を行

った。

この数値目標が達成された場合でも、市が掲げている８０％台後半には若干及ば

ない可能性はあるが、未着手・未計上の項目もあり、そのすべてを計算しているも

のではない。

（１）財政健全化に向けた具体的な目標

①貯金（財政調整基金）の積み立て

一般家庭で貯金の取崩しに相当する財政調整基金繰入（平成２６年度予算：

４億円）を行うことなく、将来に備えて５年後には一般会計予算の１０％（３

５億円）を積み立てるべく毎年７億円を積み立てる。

②借金体 質 の 改 善

赤字債（平成２６年度予算：５．９億円）に頼らない財政運営を行う。

③人件費比率の改善

３年後には人件費比率を２６市平均の１５．８％とする。なお、平成２５年

度の人件費比率は１６．６％で２６市中１７位である。

④達成すべき目標

上記の取組を実施した場合の試算として､応両国の歳出削減を目指す
ものとした。

(2)財政健全化項目と効果額の試算

①行革大綱重点項目 師~ﾃ言芳再｝

○各種使用料等の在り方の見直し。（受益者負担の適正化に記載）

○負担金補助金及び交付金の在り方の見直し（26年度予算額（補助金）の１

を削減した。（2104.3百万円×10%）Ｆｚ~I~5~~Ｚ１

○財政支援団体の在り方の見直し（補助金の見直しに記載)。

○低未利用地の売却･有効活用(過去５年間の売却実績の平均値を計上した)。

１１
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１５－百~一５１

○集会所の有料化の検討。（受益者負担の適正化に記載）

○収納率の向上。（税収増の項目に記載）

○徴収率の向上(滞納繰越額の圧縮を行い２６市の収納率順位の上位を目指す）

○保育料の改定。（受益者負担の適正化に記載）

○公民館の有料化の検討。（受益者負担の適正化に記載）

○指定管理者制度の更なる活用。（民営化項目に記載）

○保育業務の見直し。（民営化項目に記載）

○学童保育業務の見直し（民営化項目に記載）

○児童館業務の見直し（民営化項目に記載）

○図書館業務の見直し（民営化項目に記載）

○公民館業務の見直し（民営化項目に記載）

○人事・給与制度の改善

２６市の平均人件費比率を目指すが、民営化等に密接に関連するため削減

数値は標記せず。

○非常勤嘱託職員の制度の見直し 「I-Z~5~万１

現在の非常勤嘱託職員の２０％削減を行う（＠２百万円×350人×20％)。

なお、その他、各部で採用している非常勤職員についても、職員定数及び

現員管理のもとに、その必要性について検証する。

○特定検診、後期高齢者医療健診の見直し。（特別会計の健全化に記載）

○独自健康診査、がん検診の見直し。（特別会計の健全化に記載）

○受益者負担の適正化 １丁~面~I~~５１

現在の使用料徴収額を基礎に、使用料条例を有しない施設は維持管理経費

を基礎に、保育園保育料（保護者分担金)、学童保育料も同様に３０%を増収見

込額とした。（施設使用料：85.34百万円、保育園保育料：31.79百万円、学

童保育料：４．３７百万円）

○民営化の促進 ｜両~百~~５１

保育園については、民間保育園のコストが不明なため詳細な試算はできな

い。ここでは保育園のコストの９０％が人件費であること、公立保育園の職員

の配置が都基準のＬ５倍以上であることを勘案し、現在の経費の３０％を削減

可能額とした。また５園中３園を民営化すると仮定した。なお民営化に伴う

普通交付税の減収については考慮していない（241.68百万円（５園平均コス
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ト）×３園×30％２１７．５１百万円)。学童保育についても、同様に試算した。

なお、全所民営化を想定した（287.04百万円×30％＝86.11百万円)。公民

館、福祉会館、児童館等の施設については削減経費が試算できないので、

今回は見送っているが十分に民営化が可能な施設である。

②特別会計の健全化 ’百~す~回~~５１

一般会計からの繰出金を１０%削減した。（４会計への繰入金総額

3929.75百万円×１０％）

③施設の統廃合 ＩT~百~5~~５１

（合計）「I~5~百~ﾗー ５ー１

（約１３．６億円）

第Ⅲ部小金井市の更なる発展を願って

第７期行財政改革民会議は、さまざまな角度から小金井市の状況を分析してきた

が、その思いは「みどり豊かで、良好な住環境」に恵まれた小金井市がますます発

展して欲しいという期待感があるからである。

この間、中央線の高架化により分断されていた南北交通の融和が図られ、都市イ

ンフラの整備も進む中、市民生活の基盤も劇的に変化を遂げた。また、小金井市は

個人市民税の割合が高く、比較的、経済情勢の影響を受けにくい税収構造という点

も特長と言える。しかし、これらの利点を生かし、「選ばれる小金井市」として都市

間競争で優位に立つには、更なる不断の努力が必要なことも事実である。

過去、幾度となく行財政改革市民会議が答申を行い、これに基づく市の改革大綱

が策定されたものの、民営化などの重要課題の多くが先送りされてしまったことは

誠に残念と言うほかない。

行財政改革は、新規事業を立ち上げることに比べ、既存の事業の見直しを伴うた

め困難で地道な努力を要する作業であり、市民の理解を得ることも決して容易では

ない。しかし、小金井市が持続的に発展するためには避けて通れない取組である。

当市民会議は、第一線で働く職員の接遇は極めて良好で、職員の基本的なポテン

シャルも相当に高いものと確信している。今後は、困難な作業にもたじろぐことな

く、真の改革に向け取り組む職員の努力を期待してやまない。
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E顕~ｎ小金井市の行財政改革における検討経過

１会議開 催 状況（別表１）

２ 第 ３ 次行革大綱に基づく重点検討項目（別表２）

匿肩~酉Ｉ小金井市の行財政改革の経過

１第１次行財政改革大綱（平成９年９月）

（計画期間）平成９年度から平成１４年度

（要旨）経常収支比率に占める人件費の比率４５．９％という危機的な状況を背景に、職員定
数の適正化を主要課題としたもの。市にとっては初めての行革への取組と言える。当

時の財政状況をもとに、組織、定数管理を主眼に分析されている。したがって、各部

組織・人員の詳細な分析が行われた。時代背景や他の公共団体と比較すると、概ね５

～１０年遅れていた小金井市の行革への取組がようやく端緒についたという意味合

いにおいては画期的な報告書である。

なお、平成６年度から経常収支比率が100％を超え、平成７．８年度においては、

全国の自治体中最下位であった。

２第２次行財政改革大綱（平成１４年６月策定）

（計画期間）平成１４年度から平成１９年度

（要旨）行財政改箪の主要課題として、①業務運営の簡素効率化、②人件費の抑制、③執

，行体制の確立、④歳入の確保等の４つを柱として事務事業の改善項目を抽出し推

進するとした。具体的には、事務事業の見直し、民間委託の推進・指定管理者制度

の活用、補助金等の見直し、ＩＴ化の推進、市民参加の推進等５項目を主要課題とし

ている。

３第２次行財政改革大綱（改定版）（平成１８年６月策定）

（計画期間）平成１８年度から平成２１年度

（要旨）喫緊の課題であった人件費の抑制、職員定数の適正化についての進捗状況の分析
を行った。また補助金の見直しや受益者負担の適正化など、今まで取り組みが遅れ

てきた分野への検証がなされるとともに、指定管理者制度の導入なども進んだ結果、

総合体育館運営への制度導入が図られた点などが特徴。

同時に、経常収支比率や人件費比率などの主要な指標に数値目標が明記されるなど、

ＰDCAサイクルが明確化される一方、基本方針の中に市民参加等の項目が加えられ、

財政改革を主眼として出発した大綱そのものの意義について変化している様子が顕
在化し始めている。

４第３次行財政改革大綱（平成２２年５月策定）

（計画期間）平成２２年度から平成２７年度

（要旨）平成２０年度決算においては、経常収支比率が９６．５％となり、職員定数の削減な
どによりある程度は改善されたものの依然危機的な財政状況にあり、社会経済情勢の

変化（福祉関連経費の増加、ごみ処理問題の解決、武蔵小金井駅及び東小金井駅の周
辺整備等）をどう乗り切っていくか等についての危機意識が強く盛り込まれている。

一方でこれらの課題解決の選択肢として市民協働・公民連携が必要以上に入り込ん
でしまったため、行財政改革自体が複雑化している。

このため、財政の健全化という主たる目的が希薄化してしまい、相対的に財政改革

への比重が低下していることや、改革の目標に数値化がなされず達成目標が暖昧とな
ってしまったこと、さらには大綱自体の進行管理にも難点を生じてしまった点は残念
である。
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【参考資料】

癖、行財政改革市民会議における検討経過
１会議開催状況

回 日時 議題

第１回市民会磯 平成２５年４月ｌ９１ＥＩ 諮問等

第１回勉強会 平成２５年５月７日 勉強会の進め方について等

第２回勉強会 平成２５年５月２１日 第３次行財政改革大綱の説明等

第３回勉強会 平成２５年６月１１日 第３次行財政改革大綱について等

第４回勉強会 平成25年６月２５日
｢第３次行財政改革大綱の分類及び評価」に基づく今

後の検討項目について等

第５回勉強会 平成２５年７月２日
｢第３次行財政改革大綱の分類及び評価」に基づく今

後の検討項目について等

第２回市民会議 平成２５年７月１２日 諮問事項の検討について等

第６回勉強会 平成２５年７月３０日 緊急提言（案）について等

第７回勉強会 平成２５年９月３日 特別会計繰出金決算額の推移について等

第３回市民会議 平成２５年９月２０日 平成２６年度予算編成に対する緊急提言について等

第８回勉強会 平成２５年１０月８日 今後の勉強会の進め方について等

第９回勉強会 平成２５年１０月２９日
第３次行財政改革大綱進捗状況（平成２５年度重点検

討項目１１項目）等

第１０回勉強会 平成25年１１月１９日
第３次行財政改革大綱進捗状況（平成２５年度重点検

討項目１１項目）等

第１１回勉強会 平成２５年１２月３日 中間答申について等

第１２回勉強会 平成25年１２月１７日 中間答申について等

第１３回勉強会 平成２６年１月１４日 中間答申について等

第４回市民会議 平成２６年２月１３日 中間答申について等

第１４回勉強会 平成２６年３月２５日 今後の灘輪の進め方について等

第５回市民会議 平成２６年４月２５日 中間答申後の経過について等

第１５回勉強会 平成２６年５月２７日
第３次行財政改革大綱進捗状況（平成２６年度重点検
討項目１９項目）等

第１６回勉強会 平成２６年６月２４日
第３次行財政改革大綱進捗状況（平成２６年度重点検
討項目１９項目）等

第６回市民会儀 平成２６年７月２５日
第３次行財政改革大綱進捗状況（平成２６年度重点検
討項目１９項目）等

第１７回勉強会 平成２６年８月２６日
第３次行財政改革大綱進捗状況（平成２６年度重点検

討項目１９項目）等

第１８回勉強会 平成26年１０月２８日 最終答申について等

第１９回勉強会 平成２６年１１月２１日 最終答申について等
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第２０回勉強会 平成26年１２月１６日 最終答申について等

第７回市民会議 平成２７年１月２３日 最終答申について等（予定）

第８回市民会議 平成２７年２月１７日 最終答申について等（予定）

第９回市民会議 平成２７年３月２７日 最終答申について等（予定）

２重点検討項目

検討年度

Nb． 実施項目名 ２５年度 ２６年度

６各種使用料等の在り方の見直し ○ ○

1４
負担金補助金及び交付金の在り方
の見直し

○

1７ 財政支援団体の在り方の見直し ○ ○

①財務関連事項
(８項目）

5２

5９

低未利用地の売却・有効活用

集会所（４会館）の有料化の検討 ○

○

○

6２ 収納率の向上 ○

7０ 保育料の改定 ○ ○

7６ 公民館の有料化の検討 ○

1９ 指定管理者制度の更なる活用 ○

6９ 保育業務の見直し ○ ○

②民営化関連事項 7１ 学童保育業務の見直し ○ ○

(６項目） 7２ 児童館業務の見直し ○ ○

7４ 図書館業務の見直し ○

7５ 公民館業務の見直し ○

3４ 55歳以上昇給抑制 ○

③総務関連事項
(３項目）

4１ 人事・給与制度の改善 ○ ○

4２ 非常勤嘱託職員の制度の見直し ○ ○

④その他

(２項目）

6０

6７

特定検診、後期高齢者医療健診の
見直し

独自健康診査、がん検診の見直し

○

○

○

○

合計（１９項目） １１項目 １９項目

1６



『覇~７１小金井市の行財政改革における検討経過

１ 会議開催（別表）

２第３次行革大綱に基づ く 重 点 検 討 項 目 （ 別 表 ）

『霜~司小金井市の行財政改革の経過

１第１次行財政改革大綱（平成９年９月）

（計画期間）平成９年度から平成１４年度

（要旨）経常収支比率に占める人件費の比率45.9％という危機的な状況を背景に、職員定

数の適正化を主要課題としたもの。市にとっては初めての行革への取組と言える。当

時の財政状況をもとに、組織、定数管理を主眼に分析されている。したがって、各部

組織・人員の詳細な分析が行われた。時代背景や他の公共団体と比較すると、概ね５

～１０年遅れていた小金井市の行革への取組がようやく端緒についたという意味合

いにおいては画期的な報告書である。

なお、平成６年度から経常収支比率が１００％を超え、平成７．８年度においては、

全国の自治体中最下位であった。

２第２次行財政改革大綱（平成１４年６月策定）

（計画期間）平成１４年度から平成１９年度

（要旨）行財政改革の主要課題として、①業務運営の簡素効率化、②人件費の抑制、③執

行体制の確立、④歳入の確保等の４つを柱として事務事業の改善項目を抽出し推

進するとした。具体的には、事務事業の見直し、民間委託の推進・指定管理者制度

の活用、補助金等の見直し、ＩＴ化の推進、市民参加の推進等５項目を主要課題とし

ている。

３第２次行財政改革大綱（改定版）（平成１８年６月策定）

（計画期間）平成１８年度から平成２１年度

（要旨）喫緊の課題であった人件費の抑制、職員定数の適正化についての進捗状況の分析

を行った。また補助金の見直しや受益者負担の適正化など、今まで取り組みが遅れ

てきた分野への検証がなされるとともに、指定管理者制度の導入なども進んだ結果、

総合体育館運営への制度導入が図られた点などが特徴。

同時に、経常収支比率や人件費比率などの主要な指標に数値目標が明記されるなど、

ＰDCAサイクルが明確化される一方、基本方針の中に市民参加等の項目が加えられ、

財政改革を主眼として出発した大綱そのものの意義について変化している様子が顕

在化し始めている。

４第３次行財政改革大綱（平成２２年５月策定）

（計画期間）平成２２年度から平成２７年度

（要旨）平成２０年度決算においては、経常収支比率が９６．５％となり、職員定数の削減な

どによりある程度は改善されたものの依然危機的な財政状況にあり、社会経済情勢の

変化（福祉関連経費の増加、ごみ処理問題の解決、武蔵小金井駅及び東小金井駅の周

辺整備等）をどう乗り切っていくか等についての危機意識が強く盛り込まれている。

一方でこれらの課題解決の選択肢として市民協働・公民連携が必要以上に入り込ん

でしまったため、行財政改革自体が複雑化している。

このため、財政の健全化という主たる目的が希薄化してしまい、相対的に財政改革

への比重が低下していることや、改革の目標に数値化がなされず達成目標が暖昧とな

ってしまったこと、さらには大綱自体の進行管理にも難点を生じてしまった点は残念

である。
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屑§下司第３次行財政改革大綱に基づく重点項目（１９項目)､及びその他の事項
3-(1)財務関連事項（８項目）

①各種使用料等の在り方の見直し（No6：第３次行財政改革大綱実施項目番号）

小金井市における受益者負担の適正化に関する基本的な考え方（平成１４年６

月策定）の中では、各施設の使用料等の負担区分などを定めるなどの取組みを規

定しているが、実態として取り組まれていない。

まずは策定から１０年以上も経過している、この「考え方」の規定を速やかに

見直し、受益者負担の適正化を早急に徹底すべきである。

② 負担金補助及び交付金の在り方の見直し(Nol4）

:財政支援団体の在り方の見直し(Nol7)と一部重複

(事業の全体像）

平成２６年度当初予算において１５２の事業に対して補助金を予算計上して

おり、その総額は２１億円余に及んでいる。この内、義務的補助金（法令等に

より義務化されており市単独では廃止できないもの）は３事業に過ぎない。ま

た国、都に連動するものは４１事業である。残りの１１１事業（全体の７３％）

は市の任意的補助金と言える。

(事業分野ごとの見直し）

・補助事業としては教育費関連が４５事業、民生費関連が４０事業となってお

り両者で全体の５６％を占めている。

・教育費関連では「小中学校事務職員会補助金（５千円)」等、小額な補助金

を始め１００万円にも満たない補助金が３４事業に上っている。このことは、

今まで事業のスクラップアンドピルドを行って来なかったことの表れである

とともに、事務の効率化を妨げる結果となっている。これらについては直ちに

廃止を含めた大胆な見直しに着手すべきである。

・民生費関連では、総額約１５億円となっており、市の補助金総額の７３％を

占めている。主要なものとしては民間保育所や認証保育所への支援である。ま

た障害児者対策は委託料を含めて相当の予算が割かれている。これらについて

は定期的に第三者評価を行い、サービスの質とコストを検証すべきである。

・事業全体を見渡すと、市民まつり、阿波おどり等、所謂イベント系事業への
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補助が数多く見受けられる。財政が厳しく行財政改革が求められている中で、

各種イベントにこれまで通りの支出を行っていては市民に対して財政危機へ

の理解は到底得られない。また財政支援団体以外の各種団体に対する補助金も

数多く散見される。

今後は、補助の内容や実態把握に努め、（A)市民生活に不可欠な補助金、（B）

市民に一定の理解を得た上で削減すべき補助金、（c)いわゆるイベント系補助

金に分類し、濃淡をつけて見直しを行うべきである。また補助金制度全体の改

革を進め、例えば３年ごとの見直しを前提としたサンセット方式の導入などを

検討すべきである。なお財政見通しにおいては、補助金の総額を圧縮した金額

を計上している。

③財政支援団体の在り方の見直し(Nol7）

財政支援団体（社会福祉協議会、シルバー人材センター、体育協会等）の在り

方は補助金にも深く関わっている。とりわけ、市が関与し支援する公益法人に対

しては、市民の目も一層厳しくなっていることに留意すべきである。

長年、補助金要望団体の経営体質に関与してこなかったため、結果として補助

金の無駄づかいを生み出してきたと考えられる。

例えば、市は社会福祉協議会に７３，８４２千円、シルバー人材センターに40,441

千円（平成２６年度当初予算）を計上している。前者で見れば、市からを大半と

する受託事業収入が１億円余ある一方、会費収入はわずか６００万円余となって

いる。このことは事業運営の大半を市に依存している団体であることを示してい

る。

市は財政支援団体について、不断の見直しを行うとともに、事業そのものが外

注されていないか、外注されている場合はその内容が正当か、事業の委託先とし

て財政支援団体以外にないのか等を検証する必要がある。

またこれら団体の主要な経営層については任期や定年制を設けた上で、市職員

を含めた一般公募を前提とするなどの改革が必要である。公益法人が単なる天下

り人事の受け皿であっては、市民の理解は到底得られない。

④低未利用地の売却・有効活用(No52）

用地の売却を進めるとともに、公共施設の統廃合に伴って生じる余剰資産など

の処分を行うものとして、過去４カ年（平成２２～２５年度）の低未利用地の売
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却実績は、約２．７億円となっており一定の成果が得られている。その内容は廃

滅水路(いわゆるアオ道)が９０％を占めている｡今後とも低未利用地の売却や、
資産の有効活用に努めるべきである。

⑤集会所（４会館）の有料化の検討（No59）

平成２５年度事務報告書及び決算書によると、集会施設全体では支出に対する収

入の割合は約７％である。利用頻度を見ると、直近で行った４会館（婦人会館、

上之原会館、西之台会館、上水会館）における集会施設利用者アンケート結果で

は、定期利用（リピーター）が利用者全体の約７４％となっており、リピーター

の利用が大部分を占める状況が見られる。また、施設白書では、月１回以上利用

するリピーターが利用者全体の８０％、さらにその中で週１回以上利用するリピ

ーターが約３０％強となっており、やはりリピーターの利用が大部分を占める状

況が見られる。

これは集会施設の運営経費の大部分が、利用していない市民の税負担で賄われ

ていることを示しており、早急に受益者負担を導入すべきである。

また、小規模の集会施設については、現状では維持管理費は低廉ではあるが、

近い将来老朽化による修繕や建替えなど確実に費用がかさみ、小金井市の財政状

況ですべての集会施設を維持していくのは不可能であるから、町会への譲渡や売

却などの方策も視野に入れ、施設の統廃合を考えていく必要がある。

画集会施設の使用料及び維持管理費(出典:平成25年度事務報告書･決算書）ー

施設名 使用料収入(千円） 維持管理費(千円） 収入割合

市民会館 １．３２１ １２．９０７ 10％

東小金井駅開設記念会館 2,279 7,635 30％

前原暫定集会施設 1，７７７ 6,463 27％

その他集会施設の
０ 4８．１０７ 0％

維持管理に要する経費

合計 5,377 75,112 7％

※維持管理費には減価償却費を含まない。
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包一

画４会館の利用者状況(出典:集会施設利用者ｱﾝｹー ﾄ結果概要）

（１）利用目的（２ ） 利 用 頻 度

⑥収納率の向上（No62）

市税、国民健康保険税の収納率は、ともに多摩２６市中、中～下位に位置して

いる。（市税:９５．８％２１位、国民健康保険税:74.0％１８位＊平成２５年度決算）

今後、徴収体制を強化するとともに、口座振替の促進などの取り組みを進め、２６

市中の順位についても向上を目指すべきである。そのため、以下の取組みを具体

的に行うべきである。

（１）徴収体制の一元化

㈹市税・固定資産税・国民健康保険税等を一体徴収すべく、早急に組織の見

直しに着手する。

（２）隣戸徴収を強化し、インターネットオークションを活用した財産の早期換

価を行う。

（３）集中的にマンパワーと資金を投入し、短期的に徴収率の向上を図る。

⑦保育料の改定（No70）保育業務の見直し(No69）

小金井市の保育料は多摩２６市の中で最も低い実態であるにもかかわらず、公

立園では乳児は一人年額２７０万円程の経費となる、私立園に比して約１．５倍

の高コスト体質となっている。市は現在見直しを行っている保育業務の見直し

（No69)に合わせて､少なくとも自ら掲げている国基準に対する徴収額の５０％

になるよう保育料の改定に着手し、受益者負担の適正化を図るべきである。

関連する学童保育育成料については、使用料の範晴に属し、受益者負担として

の検討事項である。他方、大綱においては民営化項目に取り上げられている。
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(保育園・保育施設の現状と課題）

１現状

保育園は児童福祉法に基づく法内施設である。小金井市の場合１３の保育所が

あるが、内５施設が公立保育所、８施設が民間の保育所である。管外保育所（市

外の保育所）の利用は少数であり、検証からは除外する。

この他に認証保育所が７か所、保育室２室がある。いずれも単独施設となって

おり、小学校の空き教室等を利用したような例はない。

また、公立保育所はすべて公設公営となっている。

函保育所全体の状況(出典:平成２５年度決算書､平成25年度事務報告書）

定員（人） 在籍数（人）

公立保育所 525 548

私立保育所 853 878

保育室 3２ 2６

3,440
認証保育所 314

(延人数）

コスト(千円）

9１７，９７９

1,308,765

33,990

264.779

保育料

(千円）

99.434

157.763

コストに占

める保育料

の割合

１０．８％

12.1％

注１）公立保育所のコストは、維持管理費から、けやき保育園及びピノキオ幼児園移転改

築に伴う経費を差し引いた金額として積算

注２）私立保育所のコストは、運営費支弁額と市からの補助金額の合計として積算

函公立保育所経費の状況(出典:平成２５年度決算書､平成２５年度事務報告書）

項目 コスト（千円） 構成比

人件喪等(報酬含む。） 781.442 85％

維持管理費(移転改築関連経費除く。） 44,870 5％

運営費（報酬を除く。） ９１，６６７ 10％

合計（Ａ） ９１７，９７９

歳出１園当たり（Ｂ＝Ａ／５園） 183,596
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国私立保育所経費の状況(出典:平成２５年度決算書平成２５年度事務報告書）

項目 コスト（千円） ･備考

歳入（国十都）（ｃ） 284,087 保育所運営費負担金

歳入１園当たり（Ｄ＝Ｃ／８ 3５，５１１

歳出 （Ｅ） 1．３０８．７６５ 運営費支弁額と市補助金の合計

歳出１園当たり（Ｆ＝Ｅ／８園） 163.596

市持出し１園当たり（Ｇ＝Ｆ－Ｄ） 128.085

園保育料の状況

認可保育所 月額保育料０～46,000円

認証保育所 月額保育料40,000～62,100円

園園児'人当たりに係る経費の比較

１園当たりの
在籍数(人）

平均児童数(人）

公立保育所 548 110

私立保育所 ８７８ llO

国公立保育所（5園)の職員配置数

保育士 看護師 栄養士 給食調理 再任用

２５年度 9５ ５ ５ １１ １

26年度 ９５ ５ ５ １１ ０

７／３４

園児１人当たりの

平均コスト(千円）

1，６７０

1，１６４

非常勤．
合計

臨時職員

5６ 1７３

5９ １７６



園公立保育園の職員配置例(出典:平成26年第3回定例会厚生文教委員会資料）

くりのみ保育園保育士１６人（園長１人含）単位：人

月齢 ０歳 １歳 2歳

認可定員 ６ 1０ １４

最大受入人数 ‐９ 1２ 1６

26.4.1現在児童数 ９ 1２ 1６

26.4.1現在 ４ ３ ２

正規保育士数

３歳 4歳 5歳

2０ 2５ 2５

70(異年齢保育実施）

2３ 2４ 2３

２ ２ ２

合計

100

1０７

1０７

1５

備考

定員弾力化

園長含まず。その他

保育士業務に非常

勤、臨時職員が７人

･東京都が定める保育士配置基準に比し、５人多いほか、非常勤及び臨時の保育士も在籍

している。

※都基準による算定式

（０歳児９人×１/３）＋（１～２歳児２８人×１／６）＋（３歳児２３人×１／２０）＋

（４～５歳児４７人×１／３０）

＝２．９＋４．６＋１．１＋１．５＝１０．１＝>１０人

２検討課題

（１）構造的な諸問題

保育所は基本的に第二種社会福祉事業として位置づけられ、１３時間開所を基

準としている。従って１２時間保育を前提としている公立保育所については疑問

がある。近年、親の就労環境の変化から延長保育を望む声や、病児保育を望むニ

ーズがあることは学童クラブと同様である。

（２）財政面からの検討課題

表記のように、コストの大半は人件費である。現行の配置基準を前提とする場

合、仮に公設民営化を進めたとしても財政面では官民の給与格差のみとなる。

（３）職員配置の課題

小金井市は公立保育園において、都の配置基準を大幅に上回る職員を配置して

いる。しかしながら、保育の質とは職員の数によって確保されるものではなく、

保育に係わる職員のスキルによって確保されるべきものである。病院の良し悪し

はスタッフの人数によってではなく、医療技術者のスキルによることを見れば明

らかである。

８／３４



(4)保育料の改定

少なくとも、国基準に対する徴収割合の５０％を目途に直ちに改訂に向けた取

組みを行うべきである。なお、認証保育所の保育料と認可保育所の保育料に大き

な格差が生じている。公立に比べ、保育環境や人員に大きなハンデを有する認証

保育所に対する考え方を整理する必要がある。

３今後の取組み

直ちに取組むべき課題は職員配置基準の見直しである。都基準、認証保育所の現

状把握、近隣市の状況等を把握し、新たな職員配置基準を設けるべきである。この

基準がまとまるまでは、新規職員の補充はすべきでない。

次に取り組むべきは保育料の改定である。市民や保護者に対し保育コストを開示

し丁寧な説明を行った上で､受益者負担適正化指針提言に沿って改訂すべきである。

民営化､指定管理者制度への移行については、引き続き直営で運営する園の規模・

内容を精査した上で実施すべきである。障害児、病児、夜間保育等、民間で扱いが

困難な保育を拠点園とし直営で残すが、その他の園は民営化するなどの選択肢を含

め検討すべきである。

⑧公民館の有料化の検討（No76）：公民館業務の見直し(No75）(2)⑭に記載

３－(2)民営化関連事項（６項目）

⑨指定管理者制度の更なる活用(Nol9）：第５章に記載

⑩保育業務の見直し(No69)(1)⑦に記載

⑪学童保育業務の見直し(No71）

１現状

児童福祉法に基づく事業を行う施設である。小金井市の場合、９施設を有す

るが、３か所は児童館に併設され、残りの６か所は単独施設となっている。い

ずれも小学校の学区域を前提に配置されている。

表１学童保育所在籍児童の状況（出典：平成２５年度事務報告書）

児童定員(人） 在籍児童数(人） 延在籍児童数(人） 延出席数 年平均出席率

760 726 ２１１．８８２ 144,719 68.3％

９／３４



学童保育所は条例上１７施設（９学区域に１施設なので、実質は９施設）あ

るが、内８施設で定員超過となっている。一方で、年平均出席率は、７０％弱

であるが、これは土曜日を含んだ出席率であり、平日のみの年平均出席率は、

おおむね８０％前後である。

表２学童保育所の職員配置数

正規職員
再任用職員

(学童保育指導員）

平成２６年度 1６ ２

非常勤職員

3３

臨時職員(指導

員補助員･事務

補助員）

１５

合計

6６

表３学童保育所の経費の状況（出典：１１２５年度決算書、総合的な見直し説明会資料）

単位：千円

項目 金額

学童保育所維持管理に要する経費 143,072

学童保育所運営に要する経費 1０５，８８１

非常勤報酬 6５．９３１

指導員補助員賃金 22,456

事務補助員賃金 206

その他運営に要する経費 1７．２８８

正規職員及び再任用職員人件費 1３７．１２９

合計 386.082

注）減価償却費は除く。

※あかね学童保育所建替工事関連経費(単位千円）

工事監理委託 3，１５０

工事設計意図伝達委託 1．７８５

建替工事 １２７，８５９

合計 1３２．７９４

１０／３４

備考

建築工事関連経費(※）

除くと１０，２７８

建築工事関連経費除くと

253,288



１１／３４

表５学童保育所児童一人当たりコスト・同負担率

２検討課 題

（１）構造的な諸問題

学童保育は基本的に第二種社会福祉事業として位置づけられ、３時間保育

を最低基準としている。ただし、学校の３期休業中は日中８時間保育を前提

にしている。

また、近年親の就労環境の変化から延長保育を望む声や、小学校４年時以

降の事業実施を求める声がある。一方、基本３時間保育を考えると、官庁執

務型雇用体系にそぐわない。

（２）財政面からの検討課題

表記のように、コストの大半は人件費である。現行の配置基準を前提とす

る場合、仮に公設民営化を進めたとしても財政面での課題は保育園と同様で

ある。

（３）職員配置の課題

まず職員の配置の軽重とサービスの水準は、必ずしも連動するものではな

いことは保育園と同様である｡その上で新たに配置基準を策定すべきである。

いずれにしても現行の職員配置は、保育園４．５歳児の職員配置基準であ

る園児３０人に対し職員１人や小学校の４０人学級に比べると異常に多いと

注１）年間コストは、あかね学童保育所建築工事関連経費の除く額とした。

注２）理論値負担額は平成１４年度策定の「基本的考え方」に準じ、保育所と同等

レベルと仮定した。

表４学童保育育成料（出典：Ｈ２５年度事務報告書）

児童１人当たり年間コスト 253,288千円÷７２６人３４９千円

児童１人当たり平均年間負担額 7千円×１２月８４千円

実質負担率 ８４千円÷３４９千円＝２４％

理論値負担額（５０％） 175千円

調定額

件数 金額(千円）

収入額

件数 金額(千円）

l人当たり月平均収入

額(負担額)(千円）

備考

7,970
Ｐ

;．

一

｡， 564 7.915 5５．２７１
『
夕
Ｆ
－
８ 現年分



の前提に立ち、平成２７年度から実施される「総合的な見直し』の中で早急

に是正されるべきであり、併せて指定管理者制度への転換を急ぐべき業務で

ある。

⑫児童館業務の見直し(No72）

小金井市の場合、４施設を有するが、３か所は学童保育所と併設しており、１

か所は公民館と併設されている。原則、日曜、祝祭日は休館。利用時間は基本９

時～１７時（１館のみ１８時）となっている。

表１児童館利用状況（平成２５年度事務報告書）

小学生 小学生
幼児 中学生 高校生 大人 合計

(l～３年） (4～６年）

本町児童館 5,537 5.726 7,741 １．２６９ 303 6.845 2７，４２１

東児童館 ８．１４３ 5,906 8,510 1．７６０ 368 8,414 3３．１０１

貫井南児童館 4．１９６ 3．１１４ 7.210 1．０６６ 1,485 4,924 2１．９９５

緑児童館 5.020 5.032 7,364 993 382 6，１６１ 24,952

合計 22,896 1９．７７８ 30,825 5,088 2,538 26,344 107,469

１２／３４



児童館利用状況

35,000

30.000

25.000

20.000

15,000

10,000

5,000

０

ロ

本町児童館

３月～９月の平日
は、午後5時30分ま
で開館
学校長期休業期間及
び10月～２月は、午
後5時まで開館

368

東児童館

表２ 児童館職員の配置状況

本町児童館

正規職員 ３

任期付職員

非常勤嘱託職員 １

1.485

■幼児■小学生

（1～3年）

里小学生■中学生■高校生■大人

(4～6年）

382

貫井南児童館緑児童館

３月～９月の平日３月～９月の平日
は、午後5時30分まＩま、午後5時30分ま
で開館で開館
学校長期休業期間及学校長期休業期間及
び10月～２月は、午び10月～２月は、午
後5時まで開館後5時まで開館

貫井南児童館 緑児童館

２ ３

１ １

※平成２６年４月１日現在の職員数

※上記のほか、各館に４～６人の臨時職員が配置されている。

１３／３４



表３児童館経費の状況

項目

児童館維持管理に要する経費

児童館運営に要する経費

非常勤嘱託職員報酬

児童厚生員補助員賃金

その他運営に要する経費

正規職員人件費(平成２５年度）

合計

注）減価償却費は含まず。

※工事請負費

東児童館改修工事

緑児童館遊戯室改修工事

合計

金額

1８，７４４

33,417

2,370

2，１７８

28,869

5３，１５４

105,315

単位：千円

備考

工事請負費(※)を除くと 8.957

館長を除く。

工事請負費を除くと 95,528

単位：千円

1．９４３

７．８４４■

9.787

大きく見ると、３期休業中を除き小中学生が児童館を利用するのは午後である。し

たがって午前中は幼児（子育てひろぱ事業を含む)、午後は小中学生と住み分けが可能

である。本町・緑児童館は学童保育所が併設されていることから併設施設としての事

業構築を模索すべきである。

表４併設館における職員配置の状況

本町児童館

正規職員 ３

任期付職員

非常勤 １

合計 ４

ほんちよ
－

つ

学童保育所

２

１

２

５

合計

５

１

３

９

１４／３４

緑児童館 みどり 合計

学童保育所

３ ２ ５

１ １

３ ３

４ ５ ９



幼児教室等への対応は、午前中に余裕のある学童保育担当職員が行う（児童館職

員が午後は学童保育に従事するという逆の取り組みも可）など抜本的な業務改善の

模索を行う必要がある。

⑬図書館業務の見直し(No72）

市内には、図書館本館のほか３つの分室と１つの図書室があり、貫井北分室を

除きいずれも直営で運営されている。この内、本館は小学校の敷地の一部を割い

て設けられているが、学習スペースはほとんどないなど近隣市に比べて大きく遅

れている。今後、本格施設の設置が不可欠であるが用地・資金等から目途が立っ

ていない。

今後、本館の建設が軌道に乗った段階で指定管理者に移行すべきである。
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公民館の設置根拠は社会教育法によるが、利用の実態は貸館施設である市民集

会施設と何ら変わりがない。これは、表１のとおり、主催事業が全体の利用件数

の３％、利用人数にして８％という数字からも明らかある。

利用率は施設によって若干の幅はあるが、概ね６０％台であり利用目的の大半

が登録団体による一般利用（サークル活動）である。登録団体による一般利用の

１５／３４

⑭公民館業務の見直し(No75）

公民館の設置根拠は社会教育法によるが、



割合は、全体の８０％から９０％となっており、施設白書によれば、利用者は週

２～３回程度から月１回程度の利用までを合わせると９０％程度となっており、

いわゆる特定のリピーターのための施設と言える。

施設の運営は、貫井北分室を除くといずれも直営であるが、施設の管理や清掃

はシルバー人材センターに委託されている。

職員数は、表２のとおり、平成２６年度では、５館合計で１８人（一般職員１

０、嘱託職員４、再任用職員４）となっている。

表４及び表６のとおり、施設にかかるコストは集会施設と比較し３倍弱となっ

ている（利用１件当たりコストは公民館９，７６２円/集会施設３，４６９円、１㎡当たり

コストは公民館４４，５８１円/集会施設１８，５３４円)。

主催事業は集会施設等を利用し実施すれば良いのであって、将来とも公民館を

現在ある姿で維持・存続すべき理由は見当たらない。なお、立川市では公民館を

地域学習館に転用し有料化している。武蔵野市では施設をコミュニティーセンタ

ーとして統合管理し、自主三原則に基づき市民の自主管理運営に委ねた上で無料

化している。

小金井市の場合、市民会館、市民交流センター、東小金井駅開設記念会館、前

原暫定集会施設、婦人会館、市民集会所などさまざまな名称で同種の施設群が設

置されており、公民館と所管も異なっている。このため市民が利用するコミュニ

ティ施設の全体像という視点からの基本理念が極めて分かりにくい。また公民館

は根拠法令から教育委員会の所管となっているため、施設全体が不明瞭である。

早急に集会施設等と公民館の所管を一元化し、統廃合を含めた基本コンセプトを

策定すべきである。

なお、公民館の有料化は直ちに実施すべき項目であり、先延ばしする理由は全

くない。

１６／３４



る。

表１

表２

※合計に占

間時
件
人

館の利用形態は、集会施設と同じ貸館施設

平成２５年度公民館利用統計（出典：平成２５年度事務報告書）

公民館職員の配

※館長は除く。

１７／３４

正規 再任用 非常勤 合計

平成２５年度 １１ ３ ４ 1８

平成２６年度 1０ ４ ４ １８

名称

床面積(㎡）
主催事業 行政使用 一般利用 合計 開館日数 利用可能時間数 利用率

本館

672.20

１，３４０時間

160件

8,687人

1,043時間

172件

4,722人

１１，６１９時間

２ 681件

3４ 234人

14,002時間

３ 013件

４７ 643人

3３５ 2１．７７５ 64％

本町分館

3７１．９６

388時間

６２件

5,004‘人

210時間

２７件

5,220人

７

２

3４

576時間

165件

418人

８

２

4４

１７４時間

254件

642人

335 1３，０６５ 63％

貫井南分館

730.95

512＃時間

５９件

1,774‘人

1,924時間

232件

1,098人

１２

２

3３

191時間

355件

293人

1４

２

3６

627時間

646件

165人

335 2６．１３０ 56％

東分館．

東町集会所

1，０１３．２６

１，３９０時間

130件

4,019'人

388時間

７９件

1,190人

2２

４

5５

285時間

515件

227人

2４

４

6０

063時間

724件

436人

335 3４．８４０ 69％

緑分館

1，２７９．２８

１，０３１時間

113件

4,298人

1,253時間

119件

5,132人

2６

５

8２

314時間

708件

251人

2８

５

９１

598時間

940件

681人

335 5２．２６０ 55％

合計

4.067.65

4,661時間

524件

23,782人

4,818時間

629件

１７，３６２人

7９

１７

239

985時間

424件

423人

8９

1８

280

464時間

577件

567人

335 148.070 60％



表３公民館にかかるコスト(出典：平成２５年度決算書）

単位千円

項目 金額 備考

公民館維持管理に要す 4７，１５１

る経費

事業運営に要する経費 29.536 非常勤嘱託職員人件費を含む。

正規職員及び再任用職 104,670 館長を除く。

員人件費

合計 1８１．３５７

注）減価償却費は含まず。

※参考事業内訳（出典：平成２５年度決算書）

事業名

少年教育事業に要する経費

青年教育事業に要する経費

男女協働参画教育事業に要する経費

成人教育事業に要する経費

文化活動事業に要する経費

視聴覚ライブラリー事業に要する経費

その他公民館事業に要する経費

合計

表４公民館利用１件当たり及び公民館１㎡当たりコスト

単位円

金額

282,150

2.880.080

2８４，１００

4.589.546

264,000

603.750

20,632,269

29,535,895

公民館利用１件当たりコスト 181,357千円÷18,577件＝
一二-

9,762"円一
一一 躍

公民館１㎡当たりコスト 181,357千円÷４，０６８㎡＝ 4銭砿

表５集会施設のコスト（出典：平成２５年度決算書）

単位千円

事業名 金額 備考

市民会館の維持管理に要する経費 １２，９０７

集会施設の維持管理に要する経費 44,253 非常勤嘱託職員報酬を含む。

１８／３４



集会施設の管理に要する共通経費 3.854

東小金井駅開設記念開館の
7.635

維持管理に要する経費

前原暫定集会施設の
6,463

維持管理に要する経費

正規職員及び再任用職員人件費 11,937 課長を除く。

合計 87,049

注）減価償却費は含まず。

【参考】集会施設の利用状況（出典：平成２５年度事務報告書）

施設名 利用件数 床面積(㎡）

市民会館 １．５７７ 244.8

東小金井駅開設記念会館 2，０７１ 538.9

前原暫定集会施設 2,089 429.42

婦人会館 １，８２１ 355.63

貫井北町集会場 295 84.5

上之原会館 3,096 465.94

貫井北町中之久保集会所 826 1４６．６１

前原町丸山台集会所 1,014 203.82

前原町西之台会館 １．９１１ 544.09

桜町上水会館 2,412 5２１．６９

東町集会所 2.529 223.24

貫井南町三楽集会所 9０１ 199.99

東町友愛会館 948 196.89

中町桜並集会所 １，４４７ 229.2

貫井北五集会所 1.424 1６１．５１

中町天神前集会所 734 150.59

合計 25.095 4696.82

表６ 集会施設利用１件当たり及び集会施設１㎡当たりコスト

集会施設利用１件当たりコスト 87,049千円÷２５，０９５件＝ a， 469窪円一

集会施設１㎡当たりコスト 87,049千円÷4696.82㎡＝ 18,534円雪
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３－(3)総務関連事項（３項目）

⑮５５歳以上昇給抑制(No34）⑯人事・給与制度の改善(No41）

現行の給与制度上５８歳以上の職員については昇給できないとされており、

５５歳から５８歳の職員が対象である。その対象者数は２６年４月現在４人で

ある。５５歳以上昇給抑制に関しては、既に関連条例が可決され措置済みであ

るが、これにとどまらず、給与制度体系の見直し及び、全職員に対する人事考

課の徹底や成果に対する評価を進めるべきである。

⑰非常勤嘱託職員の制度見直し(No42）

人件費の太宗をなす職員数は、過去１，０００人を超えていた時代からは減少し、

現在は７００人を切るまでに至った。これに伴い、人件費比率も３０％台から１６．６％

となっている。この間の市としての削減努力は認めるとしても、多摩２６市を比

較すると、平成２５年度人件費比率においては１７位である。２６市の平均は

１５．８％であり、約１ポイントの開きがある。人件費は職員の年齢構成や退職者数

にも左右されるため一概には言えないが、少なく見つもって額にして約３．５億

円多い（職員数換算では、約４０人）ことになる。

今まで、市の職員数削減の取組みは現業職員の見直しを中心に行われてきてい

るが、今後は福祉．児童系職種・業務の見直しなくしては多摩２６市の平均値に

は達することができない。また、再任用・非常勤等の職種についても抜本的な見

直しに着手すべきである。

３－(4)その他の事項（２項目）

⑱特定健診、後期高齢者医療健診の見直し(No60）

（１）特定健診の状況

いわゆるメタボ健診。平成２０年の医療制度改革に伴い、各医療保険者に健診が義務

付けられた。これにより小金井市でも国民健康保険の枠組みの中で健診を開始した。小

金井市では特定健診・後期高齢者医療健診を受診する者に、希望があれば検診項目の上

乗せをするフォロー健診も併せて実施している。

(2)後期高齢者医療健診の状況

特定健診とほぼ同様の内容。７５歳以上の高齢者が国民健康保険から切り離され高齢

者医療制度に組み込まれるため別事業として扱われる。

２１／３４



７５歳以上の後期高齢者医療制度加入者には、都後期高齢者医療広域連合の委託を受

け後期高齢者医療健診を開始。健診項目は特定健診に同じである。

(3)事業分析

ともに特別会計（国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計）の枠内の事業で

ある。また制度設計からは、１０％以内においての自己負担が想定されており、かつ負

担した費用は全額医療費控除の対象となる場合があることに留意すべきである。

これらの事業は、一般会計からの資金投入が大きく、直ちに、所得水準に応じた一部

負担金（受益者負担金）制度の導入を図るべきである。

⑲独自健康診査、がん検診の見直し(No67）

(1)独自健康診査の事業状況

都支出金を除き、一般財源からの資金投入で健診経費を賄っている状況である。

(2)がん検診の事業状況

胃がん健診はすべて一般財源からの資金投入で健診経費を賄っており、子宮がん検診

は国庫支出金を除き、一般財源で賄っている状況である。

(3)必要な取組み

所得水準に応じた一部負担金（受益者負担金）制度の導入を図るべきである。

３－(5)議会

市が行財政改革を進めるなかで、議会だけが改革を怠るようでは市民の理解は到底得ら

れない。議会は、昭和２６年から平成８年まで続いていた２６人の議員定数削減を削減し、

現在は２４人となっている。この間、平成１０年には、自ら提案した２２人への削減案を修

正し現在の姿となっている。この結果、平成１３年以降１４年間に渉り改革を怠ってきたと

言える。議会は率先し市民に範を示すとともに、報酬を含めた更なる努力を行うべきであ

る。人口：平成２６年１月現在

人口 議員数 人口 議員数

武蔵野市 140.527 2６ 国分寺市 １１８，６９７ 2４

一一２－F._

多摩市 147.681 2７ 東久留米市 116,417 2２

昭島市 1１２．９０５ 2２ 小金井市 1１７，００１ 2４

なお、市民会議として市議会の状況を注視していたが、深夜にわたる審議及び行政に対

する膨大な資料要求に起因する超過勤務の多さが目に付くところである。どのような状況

２２／３４



であれ、超過勤務とならないよう、工夫して限られた時間の中で終わらせるように、まず

議会が範を示すべきではないか。今一度市議会におかれては、立ち止まって考えるべきで

ある。

３－(6)行政運営の効率化

各種審議会、協議会の見直しを行うとともに、謝礼金（報償費）の３０％を削減

すべきである。

屑雨１民間委託等の在り方

４－(1)多様化する市民ニーズへの対応

行政ニーズが多様化、複雑化する中でその全てを市が直営でサービスを提供す

ることは最早不可能である。また資格を要する職種の全てを市が抱えることは適

切でない。さらに、サービスの需要には繁閑があるため、ピーク時に合わせた人

員配置は効率的でない。学童クラブなどはその例である。また近年、勤務態様の

多様化により開設時間の延長を望む声もある。保育園や図書館の時間延長はその

例である。これらの市民ニーズに的確に対応するには、民間の弾力的な施設運営

に委ねることが有効である。市当局はこれらの指定管理者の指導・監督に徹する

べきである。

同時に、困難なサービスこそが、身分が安定した市職員が担うべき行政課題で

もある。障害児保育等はその例である。民営化に当たっては平準的なサービスは

指定管理者に委ね、市はより困難な事例を受け持つ等の選択肢も検討すべき課題

である。

４－(2)施設設置者としての責任の確保

民間に施設の運営を行わせるに当たっては、自ずと自制と規律が求められる。

公の施設の管理委託制度は地方自治法の改正（平成１５年）により廃止された。例

えば施設の利用承認、利用の不許可等は行政処分であり、指定管理者として議会

の同意を得て設置条例に明記されることにより可能となる。行政の権限と責任を

あいまいにすることなく、法的根拠や事故責任を明確化しておく必要がある。

指定管理者制度が創設され、１０年以上を経過しその課題や問題点も徐々に明

らかとなってきた。清掃業務、エレベーター保守業務等の単純業務や専門業務を

除き再委託されていないか､社員の労働条件は法規に照らして遵守されているか、

指定管理料は適切か等についてモニタリングを行う体制を整える必要がある。
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5-(1)受益者負担適正化指針の提言

（１）使用料の概念

使用料とは、行政財産の目的外使用や公の施設の利用に対する対価として、その

利益を享受する利用者から係る費用を徴収するものである。このため、適正な徴収

がなされない場合、利用しない市民が税の形でその費用を負担することとなり、適

・切でない。

（２）使用料等の徴収の目的

使用料を徴収する目的は「歳入の確保」「公平性の確保」「効率性の確保」である。

歳入の確保

公平性の確

保

効率性の確

保

歳入を確保し、財源配分の適正化を図る。

使用料を徴収する行政サービスは、基本的に選択的サービスであ

る。そうしたある特定の市民を対象とするサービスについて、利益

の程度に応じて、受益者に適正な負担を求めることにより、実質的

な公平性を図る。

キャンセルなどによる利用効率の低下を防止し、市民の効率的な

利用の促進を図る。

(3)使用料等の適正化の基準

①原価計算の基準

使用料の見直し又は創設には正確なコストの把握が不可欠である。そこで下

表の費用項目を基準とする。なお、減価償却費（建物・備品）については、原

価計算の煩雑さを避ける観点から当面除外する。これらについては、施設白書

等において施設の改修・改築経費として別途管理する。また用地費についても

同様とする。

ア 維持管理費

一般需用費、光熱水費、修繕費、保険料、建物維持管理委託料、士地建

物賃借料等。なお、指定管理委託がなされている施設で利用料金制を採用

している場合は、納入された利用料金額を除いた費用とする。

イ 人性萱

②受益者負担率の基準

ア 法令等によりその費用の全額を 図書館、児童館、児童遊園、公園等
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公費負担とすべきもの。

選択的サービスであると同時に

公益的サービスの側面も有するこ

とから、費用の５０％を徴収すべき

もの。

民間においても同様のサービス

が提供されているなど、特段の配慮

を行う理由のない施設にあっては

全額を利用者負担とする。

行政財産使用料、庁舎に付随する駐

車場使用料、学童保育育成料、延長

保育料、一時保育料、市民農園使用

料等

各種集会施設・体育施設使用料、庁

舎に付随しない駐車場使用料、駐輪

場等

（補足）

図書館は図書館法により、児童館は児童福祉法の趣旨によりそれぞれ無料と

する。公園等は、高度な維持管理が必要又は不特定多数が利用することを制限

する、などの場合に限り有料化すべきとの考えにより無料とした。その結果、

槍浪泉園、市立公園使用料は無料となる。

各種集会施設使用料には公民館本館・分館、地域センター、婦人会館、福祉

会館等が含まれている。これらの施設にあっては、市民への文化・教養・娯楽・

健康などに対する施設提供の側面から他の公の施設と変わりがないとの観点か

ら、原則的に有料とした。町会・自治会・その他団体の利用については減免制

度によって対応すべきと判断した。

また、建築年度が古く、利用頻度も低迷している小規模施設は将来、廃止、

統合も視野に入れ当面は無料化することも検討すべきである。

義務教育施設（小中学校）は、一般市民の利用に供する場合は行政財産の目

的外使用に当たり、区分②（イ）と同様に扱う。

③利用者区分による基準

負担の公平性を確保するため、大人・子ども、市内・市外の料金設定を設け

る。営利を目的とした利用にあっては、使用料を割り増す。

④減免・免除の基準

社会政策的な観点から、特別な配慮を要する者（団体を含む）はその負担を

軽減するものとし、その基準は条例または規則で定める。

ア 法令等により減免措置が規定されているもの。

２５／３４



(補足）

アについては災害対策基本法などが想定される。従って高齢者・障害者など

個人の属性によるものは対象としない。

イについては公共機関、公益法人（体育協会、社会福祉協議会等）を想定し

ている。従って単に公益的活動を行っている団体やNPO法人は対象としな

い。

⑤適正な使用料の算定と運用基準

(1)総合体育館、栗山公園健康運動センター

利用コスト比較（出典：平成２５年度事務報告書、平成２５年度決算書）

５－(2)利用コストに大きな差がある施設

大きく見ると、公民館と集会施設では,利用コストに約３倍弱の差が生じていることは、

公民館の章で指摘したとおりである。ここでは同種の施設におけるコストを比較した。

市はその原因を究明し、経費の圧縮・平準化に努められたい。

２６／３４

総合体育館 栗山公園運動施設

床面積 7.341㎡ 2.636㎡

年間利用者数
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イ 公共的団体もしくは公益的団体が使用する場合。

ウ 生活保護受給者、災害要援護者。

ア 全ての施設において３年ごとに改訂とする。

イ 原価と現行使用料との間に大幅なかい離がある場合には､激変緩和の観

点から最大３０％を上限とした改訂を実施する。

ウ 使用料単価は消費税を考慮し、円単位を四捨五入し、１０円単位で設定

する ◎

エ 利用者の利便性を考慮し､積極的な共通回数使用券(プリペイドカード）

の導入を図る。



且宝三三日当走り利用者数
ｉｙ・‐…

三8流人 330人で二三

施設運営コスト（千円） １３ａ７８０

利用者１人当たり利用コスト '互塞垂埜７３

注１）両館とも指定管理者による管理運営

注２）減価償却費を含まず。

7５．２４８

658

(2)公民館

利用コスト比較（出典：平成２５年度事務報告書、平成２５年度決算書）

本町分館 東分館

床面積 372㎡ １．０１３㎡

年間利用件数 2,254件 4,724件

施設運営コスト(42,995円／㎡） 15,994千円 54,991千円

使用料収入 ０円 ０円

本館

672㎡

3,013件

28,893千円

０円

｢基本的な考え方」によると公民館は３０～50％（大部分を公費負担するもの）を徴収すること

と区分されているが、そもそも使用料徴収条例が制定されていない。

●

これら施設は施設全体のグランドデザインを構築する中で、施設の統廃合も視野に入れ

て検討すべきである。

５－(3)設置目的と利用目的がかい離している施設

婦人会館

施設における利用目的の分析（出典：平成２５年度事務報告書、年間利用率は施設白書）

床面積 356㎡ 施設運営コスト（１８，５３４円/㎡） 6.598千円

年間利用件数 1,821件 年間利用率 36％

うちサークル活動の利用 件数 ７５ ２件

設置の目的は婦人の活動支援となっているが、利用実態は一般の集会施設と変

わらない。

２７／３４



【参考】目的別利用状況

目的 件数

会議等 938

集会・講演会等 ２

サークル活動等 752

懇談会・懇親会等 4４

民謡・詩吟等 １

料理等 5４

その他 3０

合計 1８２１

5-(4)施設の統廃合

（１）施設群のグランドデザイン構築の必要性

施設の利用率、耐震補強、改築の必要性、近隣施設との距離等を勘案し、施設群

全体のグランドデザインを早急に構築すべきである。隣接した市民会館と前原暫定

集会施設の関係を例にとれば、常識的に見てなぜこのような施設を設けたのか疑問

がある。また東町集会所と東町友愛会館との関係など、相互施設の役割分担が真剣

に議論されたか疑わしい。

さらには新たに開設された貫井北町センターの検討の際、中久保集会所等の廃

止・統合がどの程度真剣に議論されたかなど疑問がある。市民の利害に配慮するこ

とは必要であるが、同時に行政として公共施設群のグランドデザインを構築し、施

設の数や今後の資金投入の方向を明らかにすべきである。

（２）小規模施設の管理方法の見直し

小規模施設の管理運営は概ね、シルバー人材センターに委託されるか管理人方式

によっている。前者により管理委託されている施設の場合は、小金井市の公共施設

の標準仕様である、午前９時から午後１０時まで開設され、かつ管理者（シルバー

会員）が常駐している。従って利用がない場合でも、管理人が問合わせ、受付業務

対応のため常駐という非効率な運営を行っている。一方、利用申込みは前日までと

なっており、当日施設に空きがあっても利用はできない。

シルバーへの管理委託を抜本的に見直し、経費の削減を行うべきである。

町会が選任した管理人方式により運営されている施設は、経費が軽度であり効率

的である。これらの施設にあっては嘱託職員の配置を止めるなど、一層の経費削減

２８／３４
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を図るべきである。

（３）施設の統廃合試案

施設白書に基づき、利用率、老朽化度、近隣施設との距離等をベースに一定の基

準による統廃合の試案を示すので参考にされたい。

分類説明

耐展性・老朽化：耐屡安全性が確保されていない

老朽化が進行している

：老朽化が進行しており、今後対策が必要

：バリアフリー・環境対応が未完了

施設白書の３分類をランクＩ～ランクⅢに区分けして評価した

集会室評価表

評価項

目

Ａ 利用率

１

利用率

２

Ｂ 耐震

性･老朽

化

Ｃ 維持管

理費

， 近隣施

設

●

ア

～2.9件／

日

～29％

耐震性・老

朽化とも

課題あり

維持管理

費が割高

～399ｍ

評価点

１

１

１

－２

１

イ

3～5.9件／

日

30～49％

老朽化が

進行して

いる

400~699ｍ

評価点

２

２

２

０

２

今ランクＩ

→ランクＩ

→ランクⅡ

→ランクⅢ

ウ

6件～／日

50%～

バリアフ

リー・環

境対応済

み

700ｍ
へ邸

評価

点

３

３

３

０

３

(備考）・利用率１：１日当たりの利用件数

・利用率２：利用率を３段階に区分

・耐震性・老朽化：耐震性・老朽化に未対応～バリアフリー・環境対応済みまでを

３段階に区分

・維持管理費：施設の維持管理費が平均を４０％以上超えている施設をマイナス評価

２９／３４



(ア）評価結果

．以上の検討結果を踏まえ総合点７点以下を廃止とした。

．但し、建設年度、近隣施設の状況を勘案し調整事項とした施設もある。

‐
‐
ｉ
ｌ
‐
！

．近隣施設：同種の集会機能を有する施設との距離を３段階に区分

３０／３４

施設名
評価項目

Ａｌ A２ Ｂ Ｃ ，

計

検討すべ

き施設

利用率

１

利用率

２

耐震性

･老朽化
維持管理費

近隣施設

の有無
緊急度

市民会館 ２ ３ ３ －２ １ ７
廃
止

東小金井駅

開設記念会館

３ １ ３ －２ ２ ７
調
整

前原暫定集会施設 ３ ２ ３ ０ １ ９

婦人会館 ２ ２ １ ０ ２ ７
調
整

貫井北町集会場 １ １ １ ０ ３ ６
廃
止

上之原会館 ３ ３ ３ ０ ２ １１

貫井北町中之久保

集会所

１ ２ ３ ０ １ ７
廃
止

＊

前原町丸山台集会所 ２ ２ ３ ０ １ ８

前原町西之台会館 ３ ３ ３ -２ １ ８
調
整

桜町上水会館 １ ２ ３ －２ ３ ７

東町集会所 ３ １ ２ －２ １ ５
調
整

貫井南町三楽集会所 １ ２ ３ ０ １ ７
調
整

東町友愛会館 ２ ２ ３ ０ １ ８
廃
止 ＊



３１／３４
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・市民会館は前原暫定集会室が隣接していること、維持管理費が極端に割高であ

ること等から商工会などに施設を譲渡することを前提に廃止とした。

・東小金井駅開設記念会館は使用料条例を有しているが維持管理費が極端に割高

である。今後は婦人会館と統合しどちらか１施設とする。

・前原暫定集会室は市民会館を廃止することから存続させ、名称等も変更する。

.婦人会館は、東小金井駅開設記念会館と統合させる。なお施設の名称．｜在り方

や運営方法は再検討を含めて調整事項とした。

･貫井北町中之久保集会所は､新たに地域センターができることから廃止とした。

・東町集会所は複合施設であり、近隣の友愛会館を廃止し東センターの施設全体

に資金を投入、維持存続を図る趣旨から調整事項とした。

・公民館本館は借地でもあり、新たに改築すべき特段の理由は見当たらないので

廃止とした。但し利用者を他施設に誘導するきめ細かな対応が必要である。

・公民館貫井南分館は複合施設であり、近隣の西之台会館を廃止し施設全体に資

金を投入、維持存続を図る趣旨から調整事項とした。なお西之台会館そのもの

３中町桜並集会所 ２ ３３ ０ lｕｌｌｌ
貫井北五集会所 ２ ２ ３ ０ １ ８

中町天神前集会所 １ ２ ３ ０ ２ ８

公民館本館 ３ １

－２

１ ３ 廃
止

＊

公民館本町分館 ３ １

－２

２ ４ 廃
止

公民館貫井南分館 ３ ３

－２

１ ５ 調
整

公民館東分館 ３ ２

－２

１ ４ 調
整

公民館緑分館 ３ ３

－２

１ ５ 調
整



Ｉま、維持管理が割高施設であり施設として存続させる場合には管理方法を再検

討する。

･公民館緑分館は建設年度も新しく、複合施設であることから存続させ施設全体

に資金を投入、維持存続を図る趣旨から調整事項とした。

(イ）財源効果予測（試算）

施設名

市民会館

東小金井駅開設記念

会館

前原暫定集会施設

婦人会館

貫井北町集会場

上之原会館

貫井北町中之久保集

会所

前原町丸山台集会所

前原町西之台会館

桜町上水会館

東町集会所

貫井南町三楽集会所

東町友愛会館

中町桜並集会所

貫井北五集会所

中町天神前集会所

公民館本館

公民館本町分館

公民館貫井南分館

公民館東分館

維持経費 削減経費

1３．５２５ 1３．５２５

9.760 ０

6．９０１ ０

7．１９７ 7．１９７

1．１７９ 1．１７９

8.363 ０

1．７７２ 1．７７２

2．１６６ ０

8．１１５ 8．１１５

7.840 ０

2,323 ０

2．１１０ ０

2.085 2.085

3．１２７ ０

1．８７３ ０

1．１８３ ０

73.673 73.673

29.007 29.007

2８．３６６ ０

3５．８５４ ０

３２／３４

備考

廃止・前原暫定集会施設に統合

廃止・東小金井駅開設記念会館

廃止・貫井北町センターに統合

廃止・貫井北町センターに統合

廃止･貫井南町センターに統合

廃止・公民館東分館に統合

福祉会館全体では154,186とな

るが、ここでは公民館部分のみ

を計上した

廃止・地域集会施設として再構

築

、



公民館緑分館 3７．１２０ ０

合計 283.539 135.374

公民館本館については、福祉会館本体の維持管理費と密接不可分である。ここ

では公民館部分のみの削減効果を計上した。

(ウ)施設の有効活用

統廃合により廃止となる施設は、行財政改革の視点から売却を前提に検討する

ことは当然であるが、同時に市民の共通の財産であることから転用も含めて検討

する必要がある。標準的な施設を例にとれば、「集会室（和室・洋室)、調理スペ

ース、便所等」を有している。これらの施設は「遊戯室、調理室」にさしたる改

修費用を要せずに転用可能である。試案において廃止と評価した施設について、

具体的な転用等の可能性を例示するので参考とされたい。なお今回は詳細な検討

を行ったものではない。

施設名

西之台会館

東町友愛会館

貫井北町中之

久保集会所

現状

都営住宅に併設

建築年度昭和６１年、延べ

床５４４㎡･和室２､集会室２、

調理コーナー。

(※)東京都から借用｡転用

の可能性は不明

単独施設

建築年度平成４年､延べ床

197㎡･和室ｌ、洋室１ ◎

単独施設

建築年度昭和５９年、延べ

床１４７㎡･和室２

転用の可能性

耐震性、老朽度、バリア

フリーともにランクⅢ

(良）

施設南側に児童遊園が

あり、園庭として利用可

能◎

耐震性、老朽度、バリア

フリーともにランクⅢ

(良）

栗山公園まで400ｍ

調理室の設置が必要

耐震性、老朽度、バリア

フリーともにランクⅢ

(良）

調理室の設置が必要

規模

およそ８０～１００

人規模の認証

保育所が可能

およそ３０～４０

人規模の認証

保育所が可能

およそ３０～４０

人規模の認証

保育所が可能

（４）学校の余裕教室の活用

小金井市の学校は、いづれも昭和３０年代から４０年代の人口急増期にかけて

開校された。この結果、小学校においては２４学級（１学年４学級）もしくは

３０学級（１学年５学級）を想定し建設された。しかしながら、現在の市内小

３３／３４



学校は平均して１８学級であり、多くの余裕教室を有している。これらの余裕

教室がさまざまに利用されていることを否定するものではないが、緊迫した財

政事情を考慮すれば優先度を議論し活用すべきである。

例えば、他の多くの自治体では余裕教室を活用した学童クラブの設置がなさ

れている。また国もその方向性を推奨しているが、小金井市の場合は隣接する

敷地内に学童クラブを別途設置するなど、建物・組織とも縦割りの発想で事業

を進めてきたと言える。市は改めて各学校の余裕教室の実態を調査し、学童ク

ラブを始めとする各事業への利用促進を検討すべきである。

３４／３４


